
教育・保育施設等におけるアレルギー疾患生活管理指導表(食物アレルギー・アナフィラキシー）

(裏面参照)
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救急搬送の際は，職員が本様式の内容について
救急隊員や医療機関に情報提供します。

【アレルギー関係様式】

様式１ （保護者→医師→保護者→施設）



【記載の際の留意点】 

※「Ｅ 除去食品で摂取不可能なもの」について 

 ある原因食物の除去が必要であっても，少量であれば摂取できることがありますが，保育所におきましては，個々の摂取

量上限に対応していくことは困難でありますことから，基本的には完全除去ですすめるようにしております。 

 しかし，鶏卵アレルギーでの卵殻カルシウム，牛乳アレルギーでの乳糖，小麦での醤油・酢・麦茶，大豆での大豆油・醤

油・味噌，ゴマでのゴマ油，魚でのかつおだし・いりこだし，肉類でのエキスなどにつきましては，除去の必要がないこと

が多いこともございますので，摂取不可能な場合のみご記入くださいますようお願いいたします。 

様式１ （裏面）


